
 

 

 

 

 

保護変更決定処分等取消請求事件について（その２：判決） 

 

 

令和５年（２０２３年）９月８日、東京地方裁判所において第一審判決のあった令

和４年（行ウ）第２１１号保護変更決定処分等取消請求事件について報告いたします。 

 

１ 概要 

 町田市福祉事務所長が行った保護変更決定処分等２件について、取消しを求めるも

のです。 

 １件目は、平成３０年（２０１８年）１２月１２日付けで処分した児童扶養手当の

受給に伴い収入認定を行った保護変更決定処分についてです。 

 ２件目は、平成３０年（２０１８年）１２月２１日付けで処分した児童扶養手当の

受給に伴い生活保護法第６３条の規定に基づき返還金額を決定した支給済保護費返

還決定処分についてです。 

原告は、東京都知事が審査請求の「棄却」の裁決を下したのちに、令和４年 

（２０２２年）５月２０日に訴訟の提起を行いました。 

 

２ 当事者 

 原告：町田市在住の生活保護受給者  

 被告：町田市 

 

３ 裁判所 

 東京地方裁判所民事第５１部 

 

４ 判決内容等 

令和５年（２０２３年）９月８日、東京地方裁判所の判決の内容は、以下のとおり

です。 

 （１）原告の請求をいずれも棄却する。 

 （２）訴訟費用は原告の負担とする。 

 なお、控訴可能期間内に控訴がされなかったことから、判決の内容で確定しました。 

２０２３年１２月１３日 
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